
 

 

 

 堺市屋外広告物条例に係る申請・届出等について、様式等の規定に係る改正を行い、 

令和４年１０月１日から署名および押印が不要になりました。 

 下記を参考に申請書・届出書等を作成いただくようお願いいたします。 

 

（記載例） 

 ※「屋外広告物許可申請書類閲覧申込書」は押印が必要です。 

お問合せ先 

堺市 建築都市局 都市計画部 都市景観室 TEL：０７２－２２８―７４３２ 
 

堺市屋外広告物条例に係る申請書等への押印が不要になりました 

注意事項 

注①、注②、注③、注④欄の

押印は不要です。 

広告物の設置に関して、事前に

土地・建物等の所有者又は管

理者に承認を得た上で記名して

ください。 

注② 

△区○○町○-○ 

注① 

注③ 

注④ 

二重線で訂正してください。 

訂正印・訂正署名は不要です。 


